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付録 環境行政の年表 
 

年 月 日 内       容 

S44. 4. 1 江戸川区環境浄化対策協議会条例を施行  
4. 1 公害対策課発足  
6. 1 葛西海岸一帯ごみ公害監視 12 時間パトロールはじまる 

 8. 16 環境浄化対策本部発足  
9. 9 第１回環境浄化対策協議会開催 

 10. 5 親と子１万人の美化運動はじまる 

S45. 1. 14 江戸川区環境浄化推進要綱を施行 

 5. 10 「ゆたかな心、地にみどり」を合言葉として、22 団体参加のもと、第１回

清掃デー実施（清掃デースタート：環境浄化運動はじまる） 

 6. 25 環境浄化推進地区協議会発足 

（葛西 25 日、小松川平井 26 日、小岩 27 日、中央 29 日、東部 30 日） 

 7. 15 環境浄化絵画募集はじまる（小・中学生） 

 8. 20 区、区議会、地元連合町会、土地区画整理組合共催により「葛西ゴミ公害追

放住民総決起大会」を開き、葛西海岸道路封鎖を決議 

 8. 22 区、都、警視庁の３者会談により道路封鎖を決定 

 8. 28 葛西ごみ公害対策本部設置 

 9.  標語として「ゆたかな心、地にみどり」を決め、総合的な緑化運動を展開  
9. 5 海岸道路の封鎖及び検問の実施（昼夜検問、検問所３箇所）  

10. 27 苗木の即売はじまる（区内 10 日間、11,998 本）以後毎年、春、秋実施  
11. 17 地区大会はじまる 

（小岩 17 日、小松川平井 12 月２日、葛西８日、中央９日、東部９日）  
12. 7 環境部発足 

S46. 1. 1 あき地をきれいにする条例施行 

 2. 10 環境パトロールはじまる（みどり号、あおぞら号）  
3. 18 航空機騒音公害発生  
4. 15 除草用草刈機貸出はじまる  
5. 9 第１回環境浄化推進中央大会開催（1,200 名参加） 

 5. 9 第１回植樹祭（行船公園） 

 5. 18 区長、区議会議長、地元町会長、橋本運輸大臣に航空機騒音除去の抜本的改

善について要請 

 7. 9 区、区議会、住民からなる航空機騒音対策協議会発足  
7. 15 航空機騒音対策協議会、中里区長を先頭に 10 万人署名を持って、丹羽運輸

大臣に要請 

 7. 15 江戸川区上空の飛行禁止を求める仮処分を東京地裁へ申請  
10. 1 航空機騒音対策用中央防波堤誘導施設の臨時使用開始  
12. 1 環境をよくする 10 年計画策定 
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年 月 日 内       容 

S47. 2. 7 国鉄東京第一工事局次長以下、来庁。成田新幹線計画を説明 

中里区長は「百害あって一利なし」と即座に反対を表明 

 3. 10 成田新幹線江戸川区内通過反対総決起大会開催（1,200 名参加） 

 6. 1 交通禍対策室発足 

 8. 4 地区小集会が小松川地区ではじまる（東部９月 22 日～、小岩９月 27 日～、

中央 48 年２月７日～、葛西 48 年６月 27 日） 

 12. 31 天然ガス採取の禁止（都が鉱業権買収） 

S48. 1. 25 航空機騒音対策協議会、運輸省と和解成立。仮処分申請取り下げ 

 7. 1 小岩自転車パークオープン（第１号、434 台収容） 

 7. 13 古川親水公園開園（親水計画第１号：一部完成） 

 7. 25 江戸川区樹木調査の結果を発表（区内樹木 120 万本） 

 10. 1 緑化推進要綱を制定 

 11. 7 江戸川河川敷不法占拠住宅第１次撤去 

 11. 29 区内バス停にごみ容器の設置（118 基） 

S49. 3.   古川親水公園全線完成 

 5. 31 古川親水公園が「全建賞」を受賞 

 6. 1 「緑化 110 番」が発足 

 8. 17 ホタルの養殖はじまる 

S50. 5. 5 馬と楽しむ広場（篠崎ポニーランド）開園 

 5. 25 親と子３万人の美化運動に発展（28,000 名参加） 

 8. 18 六価クロム対策本部設置 

 11. 8 六価クロム処理で日化工と協定締結 

S51. 6. 26 江戸川産ホタル鑑賞の夕べ（行船公園） 

S52. 5. 22 親と子５万人の美化運動に発展（45,000 名参加） 

S53. 6. 9 環境浄化推進鹿骨地区協議会発足 

 10. 1 「区の木」「区の花」制定 

 11. 18 緑化標語入賞作品発表 

S54. 10. 1 自転車公害追放運動の開始（小岩地区） 

S55. 4. 1 財団法人江戸川区環境促進事業団発足（大規模公園の整備・管理等） 

 9. 17 関係機関違法広告物合同撤去はじまる 

 11. 6 北棟庁舎完成 

 11. 20 違法広告物撤去運動はじまる（鹿骨地区） 

S56. 5. 10 江戸川河川敷クリーン作戦はじまる 

 9. 19 江戸川クリーン構想策定 

S57. 4. 25 小松川境川親水公園開園（一部完成） 

S58. 3. 16 都市景観賞表彰式 

 5. 5 江戸川区自然動物園開園 

 8. 13 駐輪対策課発足 

 9. 4 地区総合防災訓練はじまる（小松川平井地区） 



- 101 - 
 

年 月 日 内       容 

S58. 10. 17 江戸川区が第３回緑の都市賞「審査委員長賞」受賞 

S59. 4. 1 環境をよくする運動に発展 

 4. 25 樹木実態調査結果発表（区内樹木 230 万本） 

 5. 20 第１回緑のフェスティバル（従来の植樹祭を改称） 

 10. 1 江戸川区が東京都緑化地区に指定される 

 10. 10 環境をよくする歩け歩け運動はじまる（東部地区） 

S60. 3. 31 防災性能調査完了 

 4. 1 ワンワンパトロール、スタート（犬のフン公害ゼロをめざして） 

 6. 16 樹木に名札をつける運動はじまる 

 10. 1 放置自転車等処理要綱制定 

S61. 4. 1 親と子５万人の美化運動、親と子の美化運動に発展 

 4. 1 生け垣づくり促進助成要綱制定 

 4. 18 小松川境川親水公園が国際交通安全学会賞（業績部門）を受賞 

 5. 11 緑の祭典（グリーンフェスティバル’86）開催（篠崎公園） 

 7. 10 小松川境川親水公園が第１回手づくり郷土賞を受賞 

 9. 13 都営地下鉄新宿線区内三駅開通式典（開業 14 日） 

 11. 10 第１回トイレの日記念シンポジウム開催 

S62. 2. 28 第１回推進委員研修会（みどりの推進委員と合同で行う）400 名参加 

 3. 26 バス停広告入りベンチ撤去、区が公設ベンチ設置 

 4. 1 親と子の美化運動、三世代交流の美化運動に発展 

 4. 1 低地水害対策資金助成及び貸付条例の制定 

 9. 9 首都高速道路「中央環状線」の開通 

S63. 3. 31 幹部職員の地域訪問活動実施要領の廃止 

 4. 1 駐輪対策課を駐車駐輪課と改め、駐車対策の検討に入る 

 5. 29 三世代交流の美化運動 → 区内一斉美化運動に発展 

 6. 1  区内の電波障害の実態調査をはじめる 

 9. 18 みどりふれあいフェア開催 

 11. 30 利根川百景に「江戸川と小岩菖蒲園」「江戸川水門の桜」が選ばれる 

 12. 1 ＪＲ京葉線「葛西臨海公園駅」開業 

H 元. 4. 1 駐車場建設資金融資開始 

 4. 16 平成庭園・源心庵オープン 

 5. 5 環境フェアを中央大会と合わせて開催 

 6. 1 葛西海浜公園・臨海公園（一部）オープン 

 9. 1 自転車駐車場利用登録制の実施と撤去手数料の徴収 

 10. 9 水上バス運航開始 

 10. 10 葛西臨海水族園オープン 

 10. 11 二階建てバス運行開始 

 10. 11 江戸川区ＣＡＴＶ（有線テレビ）事業着手 

 12. 11 ホテルシーサイド江戸川オープン 
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年 月 日 内       容 

H2. 4. 1 江戸川区ＣＡＴＶ開局 

 4. 1 街路樹と道路の一体管理を開始（土木部） 

 9. 1 東京都・江戸川区合同総合防災訓練 

 11. 4 花いっぱいカーニバルを開催（東大島駅前） 

H3. 4. 1 区民課・各事務所にリサイクル推進担当を設置 

 4. 1 環境促進事業団から土木部へ事業移管 

H4. 4. 1 リサイクル担当主査をコミュニティ係内に設置 

 7. 1 都から 23 区に再利用団体（集団回収）制度が事務移管になる 

 10. 5 駐車駐輪課内の組織改正「駐輪対策係」と「違法駐車対策係」になる 

 10. 6 江戸川区違法駐車等の防止に関する条例及び施行規則制定、施行 

 11. 9 違法駐車防止重点地域４箇所指定 

H5. 4. 1 自転車駐車場利用登録手数料の徴収 

 4. 29 なぎさポニーランド開園 

 7. 1 あきびんポスト事業、区に移管 

 7. 21 新左近川親水公園開園（一部完成） 

H6. 3. 31 下水道の普及率 99％となる 

 4. 1 緑化公園課、公害対策課内の組織改正 

 4. 1 新左近川親水公園全面オープン 

 4. 21 葛西臨海公園鳥類園オープン 

 6. 1 推進協力員制度の廃止 

 6. 13 「古川を愛する会」（古川親水公園沿いの９町会で結成）が東京都環境賞を

受賞 

 6. 20 自転車法改正 

 7. 31 アウトドアイベント・イン・アラカワ開催 

 9. 22 リサイクル研究部会初会合 

 11. 30 環境をよくする運動検討部会初会合 

H7. 1. 17 阪神淡路大震災発生 

 1. 23  「本区の対策協議会」開催 

 1. 27  「庁内対策会議」開催 

 3. 17  「プロジェクトチーム」開催 

 3. 29  「ワーキング・グループ」開催 

 4. 1 吸殻入れ・ごみ容器、バス停のベンチ対策事務を土木部へ移管 

 6. 16 「容器包装に係わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」制定 

H8. 4. 28 一之江境川親水公園開園 

 9. 4 環境フェアプロジェクトチーム設置 

 10. 4 都区合同シンポジウム開催（中野区なかのＺＥＲＯ） 

 10. 31 江戸川区災害時職員参集訓練実施 

 12. 1 事業系ごみ全面有料化、ボランティアシールスタート 
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年 月 日 内       容 

H9. 4. 1 容器包装リサイクル法施行  

①ガラスびん（白）（茶）（その他） 

②ペットボトル（適用除外：アルミ缶、紙パック） 

  平成 12 年４月～ ・段ボール、その他の紙製容器包装 

           ・その他のプラスチック製容器包装 

 4. 1 東京ルールⅠ実施・・・ペットボトル回収、区内 20 店スタート 

 4. 8 「環境の諸問題に関する検討プロジェクト」設置    

第一部会：環境美化対策部会 第二部会：「緑の都市賞」対策部会 

 6. 2 東京ルールⅢ実施 

資源回収モデル事業開始 

・江戸川清掃事務所管内 西小松川町会ほか    2,758 世帯 

・葛西清掃事務所管内 清新町都営住宅自治会ほか 2,298 世帯 

・小岩清掃事務所管内 鹿骨一丁目町会ほか    2,220 世帯 

 9. 1 カーエアコンのフロン回収破壊処理事業開始 

 10. 30 第 17 回緑の都市賞「内閣総理大臣賞」受賞 

 11. 20 中里区長「自治大臣賞」受賞 

 12. 12 江戸川区再生品利用ガイドライン策定検討委員会設置 

H10. 4. 1 江戸川区再生品利用ガイドライン施行 

 6. 5 環境部プロジェクト設置・・・環境行政の将来像、方向性を訴える冊子を作

成し、普及啓発に役立てる 

H11. 3. 10 「こんにちは推進委員」発行 

 8.   ダイオキシン類環境調査開始 

 9.   有害大気汚染物質調査開始 

 11. 1 交通事故防止緊急メッセージ宣言 

H12. 4. 1 清掃事業が区に移管、環境部から環境清掃部に名称変更、清掃･リサイクル

課新設（江戸川区一般廃棄物処理基本計画策定） 

 4. 1 江戸川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例・規則施行 

 4. 1 西葛西地下駐輪場オープン 

 4. 1 江戸川区自転車駐車場条例施行、自転車駐車場使用料徴収開始 

 5. 5 第 30 回環境をよくする運動中央大会で環境宣言 2000 を宣誓 

 8. 2 第 1 回廃棄物減量等推進審議会開催 

 8. 16 葛西消防署の設立により葛西消防団発足 

 9. 3 東京都総合防災訓練実施 区内では篠崎・葛西の２会場で実施 

石原知事区内視察 

 9. 3 三宅島噴火による避難住民が区内都営住宅等へ避難 

 9. 3 中央図書館で「環境展」開催 

 10. 23. 交通安全啓発活動「薄暮時における広報活動」実施 

 12. 11 「江戸川区暴走族追放総決起大会」実施（江戸川区総合区民ホール） 

 12. 22 環境確保条例公布（東京都公害防止条例の全部改正） 

H13. 1.    「江戸川区第１次環境行動計画」策定、実施 
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年 月 日 内       容 

H13. 3. 1 紙パックリサイクル回収開始 

 3. 1 熟年者及び障害のある方で、ごみを集積所まで運び出すことが困難な方に対

する戸別訪問収集開始 

 4. 1 組織改正により、環境清掃部から環境防災部に名称変更、環境推進課、防災

課、清掃･リサイクル課、３清掃事務所に再編 

防犯関係・警察との連絡調整等事務が環境防災部主幹の特命事項となる 

 4. 1 「環境部緑化公園課」廃止、緑化施策を環境促進事業団に一元化 

⇒ 環境促進事業団が公園等管理全て実施（業務委託） 

 4. 1 江戸川区リサイクルキャラクター及びリサイクル標語、一般公募から決まる 

 4. 1 各清掃協力会を廃止し、各地区協議会に移行 

 5. 1 家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）施行に伴い、エアコン、テ

レビ、冷蔵庫、洗濯機を粗大ごみから除外 

本庁舎内において、ごみの 15 分別始まる 

 7. 1 大気汚染の状況を「大気環境情報」としてホームページに公表開始 

 10.    廃棄物・再利用対象物保管場所設置対象の大規模建築物等基準を 3,000 ㎡

以上から 1,000 ㎡以上に変更 

 11. 14 災害時特別非常配備態勢実施訓練実施 

H14. 1.   江戸川区エコオフィス協力会事業開始 

 3. 31 カーエアコンのフロン回収破壊処理事業終了 

 4. 1 粗大ごみ収集を月２回から週１回に変更 

 4. 1  し尿収集を全て雇上化、正規職員の配置を廃止 

 5.   江戸川区水と緑の行動指針策定 

 6. 1 環境をよくする運動中央大会、環境フェアを６月第１土曜日に移行 

 7. 1 新長期計画「えどがわ新世紀デザイン」スタート 

 7.   粗大ごみの収集申込をインターネット受付開始（24 時間） 

H15. 1. 17 非常配備態勢時の初動訓練実施 

 3. 29 小岩地区防犯カメラシステム設置竣工記念式典 

 3.  小松川千本桜完成 

 4.  1 環境推進課内にエコセンター担当係を設置 

 4. 1 ごみ減量キャンペーン始まる 

 4. 1 ディーゼル車の粒子状物質除去装置の装着助成の実施 

 4. 1 騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法の事務が都から区へ移管(基準等の告示) 

 8. 6 「江戸川区安全･安心まちづくり運動大綱」策定 

 10.   資源有効利用促進法に基づき、家庭系パソコンのリサイクルが開始 

 10. 20 東京都竹花副知事が江戸川区内を視察 

 11. 26 特定非営利活動法人えどがわエコセンター設立総会開催 

 12. 1 自動車騒音の常時監視開始 

 12. 8 庁用車による安全・安心パトロール開始 

 12. 22 委託業者による青色回転灯装着車夜間パトロール開始（20 時～翌５時） 
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年 月 日 内       容 

H16. 3.  環境行動指針策定 

 4.  1 江戸川清掃事務所を小松川清掃事務所に改称し、小岩清掃事務所とともに葛

西清掃事務所の所管となる 

 4. 1 えどがわエコセンター開設 

 4. 1 航空機騒音の年間常時監視を開始（清新町） 

 10. 29 羽田空港再拡張の環境影響評価の手続開始 

H17. 3. 18   毎日・地方自治大賞奨励賞を江戸川区が受賞 

 4. 1 カラスの巣除去等経費助成開始（以前は都） 

 4. 1 公用自転車・通勤用自転車による安全・安心パトロール開始 

 4. 1 「江戸川区第２次環境行動計画」策定、実施 

 5. 23 クール・ビズ（夏の軽装）実施 

 10. 1 ５駅の駐輪場が使用料制になる 

 10. 20 江戸川区アスベスト調査費助成金交付要綱を施行 

 12. 19 防災無線（MCA 無線）を活用した不審者情報の配信  

H18. 2. 14 衆議院「青少年問題に関する特別委員会」に多田区長が参考人として招かれ

る 

 3. 1 「Edogawa ごみダイエットプラン（江戸川区一般廃棄物処理基本計画）」

策定 

 4. 1 清掃都派遣職員から区職員に身分切替 

 4. 1 清掃・リサイクル課と葛西清掃事務所を清掃計画課と清掃事業課に再編 

 4. 1 江戸川区防犯メールニュース配信開始 

 4. 1 古紙・びん・缶の資源回収を完全実施化 

 4. 1 江戸川区建築物等の解体及びアスベスト処理工事の事前周知等に関する要

綱を施行 

 5.  「もったいない運動えどがわ」はじまる 

 6. 17 第１回自転車盗ゼロ作戦はじまる（葛西地区をモデル地区とし 18 年度 6 回

実施、19 年度以降、区内主要駅周辺で年 6 回実施） 

 9. 1 「エコカンパニーえどがわ」制度はじまる 

 12.  ペットボトルの集積所回収を区内全域で開始 

H19. 3. 1 第１回もったいない運動えどがわ区民大会開催 

 4. 1 環境部組織改正  防災課を災害対策課に名称変更し、土木部へ編入 

国民保護計画担当係は総務部に編入され、危機管理室を設置 

 4. 1 大規模 15 施設にＥＳＣＯサービス開始 

 4. 1 粗大ごみの収集委託化開始（日曜収集・自己持込制度実施） 

 7.   マイバッグ推進運動実施 

 10. 26 第 17 回全国花のまちづくりコンクール「花のまちづくり大賞」受賞 

 11.   「質の高い環境・景観の保全・創造による住みよいまちづくり国際賞」（リ

ブコム）で銀賞を受賞 

H20. 2.      エコタウンえどがわ推進計画（地域エネルギービジョン）策定 
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年 月 日 内       容 

H20. 4. 1 清掃計画課と清掃事業課を清掃課に統合 

  4. 1 区内全域でごみの新分別回収スタート（プラスチックの資源回収） 

 4. 1 廃棄物手数料の改定（32.5 円/㎏）に伴い、事業系有料ごみ処理券及び粗大

ごみ処理手数料を改定 

 4. 1 「江戸川区第３次環境行動計画」策定、実施 

 7. 2 改正環境確保条例公布 

 7.  7 第 1 回エコタウンえどがわ推進本部会議開催 

H21. 2. 2 えどがわエコセンター「循環・共生・参加まちづくり表彰」受賞 

（環境大臣表彰） 

 3. 31 一之江抹香亭オープン 

 4.  車両火災対策として、スプレー缶等の処理作業を委託化 

 10.   マイバッグキャンペーン実施 

 10.   花のまちづくり国際コンクール「特別賞」受賞 

H22. 8.  青色回転灯装着車夜間パトロールの巡回時間変更（18 時～翌５時） 

 10. 21 羽田空港Ｄ滑走路供用開始 

H23. 3. 1 「Edogawa ごみダイエットプラン（江戸川区一般廃棄物処理基本計画）」

改定 

 3. 11 東日本大震災発生 

 4. 1 環境促進事業団が公園等管理業務の指定管理開始（業務委託→指定管理化） 

 4. 1 公園整備業務（設計・工事）を土木部（保全課公園造成係新設）へ移行 

 4. 1 江戸川区防犯メールニュースを「えどがわメールニュース」と変え、災害情

報も配信 

 4.  5 「古着・古布リサイクル移動回収」事業開始（拠点回収・18 箇所／月） 

 6. 4 東日本大震災の状況を踏まえ、環境フェアの開催中止を決定 

 8. 1 街頭防犯カメラ設置補助事業により、京成小岩商栄会に防犯カメラ６台、フ

ラワーロード商店街に防犯カメラ 24 台を設置 

町会・商店会などを対象に、街頭防犯カメラの購入・設置費用を補助 

 9. 1 財団法人環境促進事業団を公益財団法人えどがわ環境財団に改組 

 12. 13 小岩地区防犯対策協議会を設立 

H24. 1. 1 江戸川区歩行喫煙及びポイ捨ての防止等に関する条例を施行 

 3. 20 小岩地区防犯対策協議会により、平成 15 年３月に設置された小岩地区防犯

カメラをリニューアル 

 3. 30 騒音に係る環境基準の地域類型の指定の区告示（H24.4.1 施行） 

 3. 31 ＥＳＣＯ事業終了 

 4.  1 スズメバチの巣除去経費助成開始 

 4.  1 地域主権改革に伴い、騒音環境基準の地域類型当てはめ事務が区に移管 

 4.  1 地域主権改革に伴い、工場立地法の権限が都から区に移譲 

（経過措置によりＨ25.3.31 までは「東京都工場立地法地域準則条例」の

地域準則を適用） 
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年 月 日 内       容 

H24. 4. 3 「古着・古布リサイクル移動回収」事業拡大（拠点回収・22 箇所／月） 

 6. 2 環境フェア、もったいない運動えどがわ区民大会を同時開催 

 7.   江戸川清掃工場において、女川町の災害廃棄物の受入れ・焼却処理を開始 

 7. 10 江戸川区暴力団排除条例を施行 

 8. 22 「第 17 回東京 23 区とことん討論会 in 江戸川」開催 

 12. 3 歩行喫煙等防止員（業務委託）による区内 12 駅周辺の巡回活動を開始、年

度末まで実施 

H25. 3. 26 江戸川区・区内３警察署間で「江戸川区安全・安心まちづくりの推進に関す

る覚書」を締結 

 4. 1 「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」（使用済みインクカートリッジ

回収事業）参加 

 4. 1 し尿収集を区委託契約に変更 

 4. 1 収集した粗大ごみの中から小型家電製品や金属系粗大ごみを選別、再資源化

事業者へ引き渡す取組みを開始 

 4. 1 「江戸川区第４次環境行動計画」策定、実施 

 4. 1 江戸川区工場立地法区準則条例を施行 

 4. 1 土木部水とみどりの課を新設 

 4.   江戸川区みどりの基本計画策定 

 10. 1 廃棄物手数料の改定(36.5 円/㎏)に伴い、事業系有料ごみ処理券及び粗大ご

み処理手数料を改定 

 10. 28 歩行喫煙等防止員（業務委託）による区内 12 駅周辺の巡回活動を開始、翌

年２月末まで実施 

 12. 4 えどがわエコセンター「地球温暖化防止活動・環境教育活動部門表彰」受賞 

（環境大臣表彰） 

H26. 2.   江戸川清掃工場において、大島町の災害廃棄物の受入れ・焼却処理を開始 

 4. 1 小松川清掃事務所を「葛西清掃事務所小松川分室」とする組織改正を行い、

２所１分室体制となる 

 5. 8 第１回環境をよくする運動推進協議会を開催 

（区長・３警察署長・３消防署長が参加） 

 5. 31 えどがわエコセンター10 周年記念講演会実施 

 11.  「もったいない運動えどがわ」参加登録者 10 万人達成 

H27. 3. 31 ペットボトルの店頭回収（東京ルールⅢ）廃止 

 3.  葛西防災公園オープン 

 4. 1 葛西清掃事務所及び葛西清掃事務所小松川分室において、「古着・古布リサ

イクル常設回収」を開始 

 4.  区内イベントにおいて、小型家電のイベント回収実施（27 年度は 14 会場） 

 6. 6 環境フェアにおいて、フードドライブ（未利用食品の有効活用）実施 

 6. 30 第１回「美し国づくり景観大賞」受賞 
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年 月 日 内       容 

H27. 7. 1～ 

31 

区、江戸川区連合町会連絡協議会、区内３警察署により、自転車盗撲滅大作

戦を区内全域で実施 

 9.  都立・私立高校において「ごみダイエット in 文化祭」の実施（27 年度は 4 校で実施）  

 10. 11 区民まつりにおいて、フードドライブ（未利用食品の有効活用）実施 

 11. 7 江戸川区水素シンポジウムを開催 

 11. 20 第１回江戸川清掃工場建替協議会開催 

H28. 1. 29 江戸川清掃工場整備事業事前説明会開催（1/29 東部区民館、1/30 江戸川

清掃工場） 

 3.  「江戸川区一般廃棄物処理基本計画（ごみダイエットプラン）」を改定（第

３期～） 

 4. 1 指定管理終了、公園等管理業務を区直営に移行（財団→土木部） 

自然動物園・ポニーランド運営及び公園ボランティア活動支援を財団に業務

委託開始 

 4. 2 「2016 全国さくらシンポジウム in 江戸川」開催（～4/3） 

 4.   「えどがわ食べきり推進運動」スタート（「食べきり推進店」「フードドライ

ブ」「食べきりレシピトークショー」） 

 4.   燃やさないごみからの小型家電リサイクルを開始、新型車両（小型排出車）を導入 

 5.   集団回収で雑がみの「紙袋出し」開始 

 7. 20 青色回転灯装着車夜間パトロールの巡回時間拡大（12 時以降）と、機能を

拡大（環境美化、安全・安心） 

 7. 20 区公式ツイッター上での情報提供の開始 

H29. 2. 1 江戸川清掃工場整備事業建替計画(素案)説明会開催（2/1～2 東部区民館、

2/4～5 江戸川清掃工場） 

 4. 1 改正「江戸川区工場立地法区準則条例」施行 

 4.  「えどがわ食べきり推進運動」の拡充（「30･10運動」） 

 4.  水銀含有廃棄物(蛍光管や体温計等)の適正処理を開始 

 6. 19 東京都環境影響評価条例に基づく江戸川清掃工場建替事業に伴う環境影響

評価調査計画書の縦覧（～6/28） 

 6.   「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」を開始 

 8. 22 ＪＥＳＣＯにてＰＣＢ廃棄物（蛍光灯安定器等）約 3.6ｔ処分 

 10. 1 廃棄物手数料の改定(40 円/㎏)に伴い、事業系有料ごみ処理券及び粗大ごみ

処理手数料を改定 

H30. 3.   第２次エコタウンえどがわ推進計画策定 

 4. 1 「江戸川区第５次環境行動計画」策定、実施 

 4. 1 公園ボランティア活動支援を財団から土木部へ移行 

 4. 1 えどがわ環境財団の緑化推進事業が土木部から環境部所管となる 

 4.   「えどがわ食べきり推進運動」の拡充（「食べきりレシピ募集」） 

 6. 2 第 30 回環境フェアを開催 
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年 月 日 内       容 

H30. 7. 17 東京都環境影響評価条例に基づく江戸川清掃工場建替事業に伴う環境影響

評価書案の縦覧（7/17～8/15） 

 10. 14 男性向け弁当料理教室「集え！弁当男子」の実施 

 10. 18 葛西海浜公園がラムサール条約湿地に登録 

 12. 7 東京都環境影響評価条例に基づく江戸川清掃工場建替事業に伴う見解書の

縦覧（～1/11） 

H31. 3. 1 えどがわエコセンターが「認定ＮＰＯ法人」に登録 

 3. 8 無害化処理認定施設にて低濃度ＰＣＢ廃棄物（変圧器等）約 6.2ｔ処分 

 3. 16 「スポＧＯＭＩ大会ｉｎ葛西～西なぎさで海ごみを考えよう」開催 

（主催：東京都環境局・（公財）東京都環境公社、協力：江戸川区） 

R 元. 5. 25 ばとんたっち～子ども服交換会の開催 

 5. 26 第 39 回江戸川クリーン大作戦開催（本部：江戸川区、式典：篠崎ポニーラ

ンド） 

 8. 5 東京都環境影響評価条例に基づく江戸川清掃工場建替事業に伴う環境影響

評価書の縦覧（8/5～8/19） 

 9.   台風 15 号被害に係る南房総市への被災地支援（清掃課職員・車両の派遣） 

 10. 19 「食べきりレシピ」を活用した親子料理教室の開催 

 10.   台風 19 号被害に係る常陸大宮市への被災地支援（清掃課職員・車両の派遣） 

 10.   江戸川区災害廃棄物処理計画の策定 

 11. 1 自動通話録音機緊急給付事業の実施 

R2. 3. 29 羽田空港において、荒川ルート運用開始（羽田空港の機能強化） 

 4. 1 江戸川区歩行喫煙及びポイ捨ての防止等に関する条例」の一部改正 

＊「受動喫煙防止重点区域」の指定が可能 

 4. 1 えどがわエコセンター事務局にて、フードドライブの常設回収を開始 

 4. 7 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令（4/7～5/25） 

・葛西清掃事務所の整備職員の活躍（移送用車両の改造・PCR 検査用防護シールドの製作等） 

・清掃車両による防災行政無線の補完活動 

 4.   区立中学校の制服等リユースの推進事業の開始 

 6. 5 改正大気汚染防法公布（R3.4.1、R4.4.1、R5.10.1 の三段階施行） 

 6. 6 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、環境をよくする運動中央大会・

環境フェア中止 

 7. 16 平井駅周辺を「受動喫煙防止重点区域」に指定 

平井駅北口広場内に屋外喫煙所を設置 

 9. 12 江戸川清掃工場搬入停止 ※工期：Ｒ２.９～Ｒ９.５月(約 80 か月) 

・建替中の主な搬入先清掃工場 → 大田・新江東・品川・墨田・葛飾 

・収集運搬体制の変更（ｼﾝｸﾞﾙ作業→ﾀﾞﾌﾞﾙ作業、積替中継所での積替作業） 

 11. 9 ごみ分別案内チャットボットの運用開始 

 11. 25 江戸川清掃工場解体工事説明会開催（11/25、27、28 江戸川清掃工場） 

R3. 1. 8 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令（1/8～3/21） 
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年 月 日 内       容 

R3. 3.  清掃直営車両へのドライブレコーダーの設置完了 

 3. 30 小岩・葛西・西葛西駅周辺を「受動喫煙防止重点区域」に指定 

葛西駅北口広場内と西葛西駅北口広場内に屋外喫煙所を設置 

 4. 1 組織改正により、安全・安心まちづくり運動に関する事務を環境部から危機

管理部に移管 

環境推進課を環境課と気候変動適応課に再編 

土木部から環境部に水とみどりの課及び公園整備課を移設 

 4. 1 江戸川区気候変動適応センターを設置 

 4. 1 改正大気汚染防止法施行（規制対象の拡大、事前調査や作業基準等の強化） 

 4.  1 清掃職員〔技能Ⅵ・作業Ⅲ〕の採用（４名） 

※平成１３年度以来２０年ぶりに再開 

 4. 25 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令（4/25～5/11） 

 6.  江戸川区食品ロス削減推進計画の策定 

 6. 6 環境をよくする運動中央大会、環境フェアを６月第１日曜日に移行 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 7. 12 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令（7/12～9/30） 

 11. 1 V６の皆さんより、区立なぎさ公園に「ブイロクの木」が寄贈される 

 11. 17 江戸川清掃工場建設工事説明会開催（11/17～20 東部区民館） 

 

R4. 

12. 

8. 

6 

10 

第１回食品ロス削減推進会議の開催 

船堀駅周辺を「受動喫煙防止重点区域」に指定 

小岩駅北口広場内と船堀駅南口広場内に屋外喫煙所を設置 

 8. 20 「えどがわ気候変動ミーティング」開催（全 4 回：8/20、9/10、10/22、

11/19） 

 12.  「みんなで『いまの生命（いのち）』と『みらいの地球』を守る計画（江戸

川区気候変動適応計画）」策定 

R5. 2. 3. 都内初の「2050 年カーボン・マイナス都市宣言」を表明 

 3. 30 江戸川区環境みらい基金条例制定 

 4. 1 気候変動適応課を気候変動適応計画課と気候変動地域連携課に再編 
 


